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平成１８年２月の分権協議会において取りまとめられました報告「さらなる地方分権の推進に向けて」に基づき、

パッケージ移譲の事務の組み合わせ等について市町村と協議を行い、パッケージ案の作成に取り組んできました。

そして、平成１８年８月に行われた分権協議会に１９のパッケージ案を提示し、このパッケージ案が平成１８年２月

に提言された事務パッケージのあり方である「施策分野ごとに関連性を有すること」、「複数のパッケージの中か

ら市町村が自主的に選択できる方式であること」、「市町村の実情を踏まえ、意見を十分に取り入れた小規模なも

のとすること」に沿った内容であることが確認され、平成１９年度よりパッケージ方式による事務移譲が導入され

ることになりました（各パッケージの詳細については、平成１９年２月号の自治大阪を参照してください）。

これまでの個別事務ごとの移譲に対し、パッケージ方式による事務移譲は市町村において、複数の事務を複

合的・総合的に行うため、様々な準備が必要となります。

そこで、厳しい行財政状況の中、今後パッケージでの移譲を推進し、事務移譲に積極的に取り組む市町村を

支援することを目的として、パッケージ単位で事務移譲を受けた市町村に対し、大阪府ではこれまでの支援制

度に加え、新たな支援制度である「パッケージ移譲交付金」を交付します。

パッケージ移譲交付金はⅠとⅡで構成されており、パッケージを業務の量、内容等によりＡ・Ｂ・Ｃの３区

分に分類し、その区分ごとに定めた交付金を交付します。

【パッケージ区分の考え方】

移譲する事務の種類（法令・条項数）、業務量、業務の内容などは様々であり、市町村側の負担は、受け入

れるパッケージにより異なることから、次の考え方に基づき区分しました。

新たな支援制度の導入

関連する事務の一括移譲（パッケージ移譲）方式の導入
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【交付金の種類と額】

「パッケージ移譲交付金Ⅰ」・・・基本的知識・技能習得のための研修経費、事務受入れの準備経費として

区分ごとに定められた定額を交付。

「パッケージ移譲交付金Ⅱ」・・・区分Ａ及びＢの事務の移譲を希望する市町村が、その事務のノウハウを

習得するために大阪府に研修生を派遣した場合、市町村側が負担する人

件費の一部に相当する額を上限の範囲内で交付。（研修生を派遣しなか

った場合は交付されません。）

【交付期間】

事務移譲推進のインセンティブとなるように、平成１９年度から平成２３年度までの５年度間に事務移譲を受

けた市町村に対し交付します。

【パッケージ区分表】
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平成１８年５月３１日に地方自治法の一部を改正する法律が可決、成立し、６月７日に公布され、中核市の指

定要件の緩和にかかる部分が即日施行されました。

中核市制度は、第２３次地方制度調査会の答申を踏まえ、平成６年の地方自治法改正により創設された制度で

あり、平成１１年、平成１４年の地方自治法の改正を経て、中核市の指定要件は人口３０万以上を要すること、人

口３０万以上５０万未満の場合には面積１００平方キロメートル以上を有することとされ、大阪府ではこれまでに平

成１５年に高槻市、平成１７年に東大阪市がそれぞれ中核市となりました。

今回の改正は、第２８次地方制度調査会の答申を踏まえ、これまで中核市として指定された自治体と都道府県

との関係で特段の問題となるような状況が生じていないこと、市町村の合併の進展により、今後ますます基礎

自治体を中心とする行政の展開を図ることが求められる状況となっていることから、規模・能力に応じた基礎

自治体への事務権限のさらなる移譲を進める観点に立ち、上記面積要件が廃止され、中核市の指定要件が人口

３０万以上のみとなりました。

これにより、全国で１３の市が中核市の要件を満たすことになり、大阪府では豊中市、吹田市、枚方市の３

市が中核市の要件を満たすことになりました。

平成１８年１２月８日に「地方分権改革推進法」が可決、成立しました。この法律は国及び地方公共団体が分

担すべき役割を明確にし、地方公共団体の自主性及び自立性を高めることによって、地方公共団体が自らの判

断と責任において行政を運営することを促進し、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を図ることを基本理

念としています。

そして、国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆ

だねることとし、権限移譲の推進、地方公共団体に対する事務処理やその方法の義務付け、国の関与の整理・

合理化を掲げ、これらの措置に応じた国庫補助負担金、地方交付税及び国と地方公共団体の税源配分の在り方

について検討するとしています。

今後、政府は内閣府に設置される地方分権改革推進委員会の勧告を踏まえ、講ずべき必要な法制上又は財政

上の措置、その他の措置を定めた地方分権改革推進計画を作成し、関係法令の一括した見直しに向け、地方分

権改革の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図っていくことになります。

平成１９年４月の大阪版地方

分権推進制度に基づく事務移譲は、２８事務・４３団体に決定しました。今回は、「パッケージ移譲」方式によ

り２５事務が移譲されることが特徴です。

※具体的な移譲事務名、移譲先市町村名は下記のとおりです。

平成１９年４月移譲事務決定

地方分権改革推進法成立

中核市の指定要件の緩和

 自治大阪2007.3月号  07.3.14 11:35 AM  ページ 61



62 自治大阪 ／ 2007 － 3

大阪版地方分権推進制度に基づく平成１９年４月移譲事務
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